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劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

四
三

一
、
は
じ
め
に

　

劉
知
幾
（
六
六
一
～
七
二
一
）
字
は
子
玄
は
、
初
唐
か
ら
盛
唐
期

を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
著
し
た
『
史
通
』
は
、
多
岐
に
亘
る

史
書
へ
の
論
評
を
含
む
文
献
と
し
て
名
高
い
。

　

本
稿
は
『
史
通
』
に
列
挙
さ
れ
る
『
漢
書
』
五
行
志
へ
の
批
判
と
、

そ
の
前
提
と
し
て
横
た
わ
る
劉
知
幾
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
踏
ま
え
る
た
め
で
あ
る
。

　

中
唐
期
の
学
術
・
思
想
は
、
漢
代
の
そ
れ
と
一
括
さ
れ
て
語
ら
れ

る
場
合
が
多
い
も
の
の
、
旧
来
の
思
想
や
経
学
と
相
違
す
る
一
面
も

あ
り
、
宋
代
の
学
術
の
先
駆
と
し
て
評
価
さ
れ
る（
１
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
学
術
が
突
発
的
に
発
生

し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、そ
の
形
成
期
間
と
し
て
初
唐
・
盛
唐
と
い
っ

劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

名　

越　

健　

人

た
唐
前
半
期
の
学
術
に
焦
点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。一
部
の
例
外

を
除
き
一
般
的
に
漢
代
の
学
術
は
、
天
事
と
人
事
に
強
い
相
関
関
係

を
見
出
す
立
場
を
取
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
天
人
相
関
の
立
場
と

は
異
な
り
、
中
唐
の
劉
禹
錫
・
柳
宗
元
等
は
天
事
と
人
事
と
の
別
行

を
主
張
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
本
稿
で
対
象
と
す

る
劉
知
幾
の
天
観
に
も
類
似
し
た
形
で
、
な
お
か
つ
比
較
的
ま
と
ま

り
を
も
っ
て
見
出
し
得
る（
２
）。

そ
の
た
め
、
中
唐
の
学
術
に
至
る
淵
源

と
し
て
劉
知
幾
の
「
天
」
へ
の
態
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

ま
た
、
清
の
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
に
よ
れ
ば
、
唐
初
の
顕
学
は

三
礼
・『
漢
書
』・『
文
選
』
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
３
）。
こ
れ
を
踏
ま
え

て
先
行
研
究
で
は
、
唐
代
『
漢
書
』
の
学
へ
の
考
究
が
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
主
な
対
象
は
前
時
代
の
『
漢
書
』
注
釈
を
集
大
成
し
、
貞

観
十
五
年
（
六
四
一
）
に
成
立
し
た
顔
師
古
（
五
八
一
～
六
四
五
）
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の
注
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
注
釈
態
度
、
前
時
代
の
注
釈
と
の

相
違
や
引
用
文
献
へ
の
分
析
が
中
心
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
実
相
は
あ

る
程
度
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る（
４
）。

　

し
か
し
、
顔
師
古
注
の
分
析
の
み
で
は
、
唐
代
『
漢
書
』
の
学
の

様
相
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
得
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

つ
と
に
顔
師
古
注
か
ら
の
摂
取
が
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
管
見
の
限
り

詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、『
史
通
』
に
散
見
す
る
『
漢

書
』
五
行
志
へ
の
批
判
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
須
で
あ
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
検
討
は
、
顔
師
古
注
の
同
時
代
の
学
術
へ

の
影
響
を
考
え
る
格
好
の
資
料
を
提
供
し
、
唐
代
『
漢
書
』
の
学
の

広
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る（
５
）。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇
を

中
心
に
列
挙
さ
れ
る
『
漢
書
』
五
行
志
へ
の
批
判
の
分
析
と
そ
の
顔

師
古
注
か
ら
の
摂
取
の
痕
跡
を
確
認
し
、
各
々
の
思
想
的
背
景
、
さ

ら
に
は
、
劉
知
幾
思
想
の
後
世
の
学
術
へ
の
展
開
性
に
も
触
れ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
唐
代
前
半
期
の
学
術
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
手
が

か
り
と
し
た
い
。

　

な
お
、『
史
通
』
は
『
史
通
通
釈
（
清
代
学
術
名
著
叢
刊
）』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
、『
漢
書
』
は
清
の
王
先
謙
『
漢

書
補
注
』（
広
陵
書
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
用
い
、
五
行
志
は
『
漢

書
五
行
志
校
疏
（
二
十
四
史
研
究
資
料
叢
刊
）』（
中
華
書
局
、

二
〇
二
二
年
）
を
参
照
し
た
。
各
正
史
は
中
華
書
局
の
点
校
本
を
用

い
た
。
ま
た
、
以
下
で
述
べ
る
五
行
志
と
は
『
漢
書
』
五
行
志
の
こ

と
で
あ
る
。
資
料
へ
の
傍
線
は
筆
者
が
入
れ
た
。

二
、『
史
通
』
の
五
行
志
批
判
と
顔
師
古
注

　

本
節
で
は
『
史
通
』
中
の
五
行
志
批
判
を
分
析
し
、
さ
ら
に
顔
師

古
注
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
述
し
た
通
り
劉
知
幾
の
五

行
志
へ
の
批
判
は
、『
史
通
』
書
志
篇
・
五
行
志
錯
誤
篇
・
五
行
志

雑
駁
篇
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
五
行
志
の
本
文
を
挙
げ
て
災
異

解
釈
に
疑
義
が
示
さ
れ
る
五
行
志
雑
駁
篇
を
中
心
に
分
析
し
て
い
き

た
い
。
当
該
篇
を
検
討
の
中
心
対
象
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
後
述

す
る
通
り
劉
知
幾
の
災
異
解
釈
の
批
判
の
あ
り
方
が
端
的
に
示
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

五
行
志
雑
駁
篇
に
は
、
計
十
五
條
の
『
漢
書
』
五
行
志
の
災
異
解

釈
へ
の
批
判
が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
史
通
』
に
は
文
献
批
判

が
散
見
し
、
そ
の
矛
先
は
『
春
秋
』・『
尚
書
』
を
は
じ
め
と
し
た
経

書
に
ま
で
及
び
、
前
者
が
十
七
條
、
後
者
が
十
條
の
批
判
が
並
ぶ（
６
）。

こ
れ
ら
と
同
等
の
條
数
か
ら
、『
史
通
』
に
お
い
て
五
行
志
批
判
は

思
想
的
な
重
要
性
が
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

五
行
志
へ
の
批
判
の
方
法
論
の
特
徴
か
ら
以
下
の
三
点
に
類
別
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

⑴　

顔
師
古
注
の
指
摘
と
合
致
す
る
も
の
。

⑵　

�

年
代
の
矛
盾
な
ど
か
ら
理
屈
に
合
わ
な
い
と
し
て
五
行
志
の
解

釈
を
批
判
す
る
も
の
。

⑶　
『
左
氏
伝
』
に
依
拠
し
て
五
行
志
の
解
釈
を
批
判
す
る
も
の
。

　

ま
ず
、
⑴
の
顔
師
古
注
と
合
致
す
る
箇
所
は
、
五
行
志
雑
駁
篇
の

十
五
條
中
に
五
條
、
書
志
篇
に
は
一
條
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
注
の
⑸
前
掲
西
脇
氏
論
文
は
両
者
の
対
応
箇
所
を
列
挙
し
て
、

劉
知
幾
の
「
師
古
」
な
る
態
度
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
西

脇
氏
に
よ
れ
ば
、「
師
古
」
と
は
劉
知
幾
が
顔
師
古
注
を
含
め
、
先

人
の
文
献
や
学
問
を
踏
襲
す
る
姿
勢
の
こ
と
で
あ
り
、『
史
通
』
に

は
数
々
の
古
典
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

劉
知
幾
の
議
論
と
顔
師
古
の
そ
れ
と
が
単
に
踏
襲
関
係
の
み
に
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
後
述
し
て
い
く
が
、
劉
知
幾
が
独
自
に
発

展
さ
せ
た
事
例
が
多
く
、
単
な
る
踏
襲
の
み
に
終
始
し
て
い
た
よ
う

に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
⑴
の
顔
師
古
注
と
一
致
す
る
六
條
を
Ａ
と
し
て
先
に
分

析
し
、
次
に
そ
れ
ら
以
外
⑵
と
⑶
、
す
な
わ
ち
顔
師
古
注
と
一
致
し

て
い
な
い
も
の
の
中
で
特
徴
的
な
條
を
挙
げ
て
Ｂ
と
し
て
分
析
を
行

う
。Ａ

、
顔
師
古
注
と
合
致
す
る
も
の

　
『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇
諸
篇
か
ら
顔
師
古
注
か
ら
の
踏
襲
が
確

認
で
き
る
も
の
を
六
條
挙
げ
て
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で

引
用
す
る
顔
師
古
注
は
、『
史
通
』
の
引
用
と
重
複
が
あ
る
の
で
書

き
下
し
は
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

『
春
秋
』
に
成
公
元
年
、
冰
る
無
し
と
。
班
氏
以
爲
へ
ら
く
其

の
時�

王
札
子
、
召
伯
・
毛
伯
を
殺
す
と
。
案
ず
る
に
今
の
『
春

秋
經
』
の
札
子�

毛
・
召
を
殺
す
は
、
事
は
宣
十
五
年
に
在
り
。

而
れ
ど
も
此
れ
成
公
の
時
と
言
ふ
は
、未
だ
其
の
說
に
達
せ
ず
。

下
の
冰
る
無
き
よ
り
去
る
こ
と
、
凡
そ
三
載
有
り
。

『
春
秋
』
成
公
元
年
、無
冰
。
班
氏
以
爲
其
時
王
札
子
、殺
召
伯
・

毛
伯
。
案
今
『
春
秋
經
』
札
子
殺
毛
・
召
、
事
在
宣
十
五
年
。

而
此
言
成
公
時
、
未
達
其
說
。
下
去
無
冰
、
凡
有
三
載
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　

成
公
元
年
に
起
き
た
氷
が
張
ら
な
か
っ
た
異
変
を
、
班
固
は
王
札

子
が
周
の
大
夫
召
伯
・
毛
伯
を
殺
し
た
こ
と
に
因
果
関
係
を
求
め
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
劉
知
幾
は
二
大
夫
の
殺
害
は
宣
公
十
五
年
の
こ
と
で

あ
り
、
三
年
隔
て
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
公
の
時
と
関
連
付
け

て
い
る
の
は
正
し
く
な
い
と
し
て
い
る
。
災
異
解
釈
に
お
け
る
失
政

と
そ
の
感
応
と
の
時
系
列
の
矛
盾
に
着
目
し
た
指
摘
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
顔
師
古
注
と
一
致
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

師
古
曰
、「
王
札
子
、
即
王
子
捷
也
。
召
伯
・
毛
伯
、
皆
周
大

夫
也
。
今
春
秋
經
王
札
子
殺
召
伯
・
毛
伯
事
在
宣
十
五
年
、
而

此
言
成
公
時
、
未
達
其
說
。
召
讀
曰
邵
。」

�

五
行
志
中
之
下

　

人
物
の
考
察
及
び
文
字
の
訓
詁
を
除
い
た
傍
線
部
は
、
劉
知
幾
が

引
用
し
て
お
り
、
劉
知
幾
が
顔
師
古
の
指
摘
を
摂
取
し
て
い
た
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
列
挙
す
る
資
料
か
ら
も
分

か
る
が
、
顔
師
古
の
説
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
と
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、『
史
通
』
申
左
篇
で
杜
預
「
春

秋
左
氏
伝
序
」
か
ら
の
引
用
が
散
見
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
れ
も

杜
預
の
名
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る（
７
）。
つ
ま

り
、
先
行
す
る
学
説
を
無
記
名
で
引
用
す
る
こ
と
は
、
劉
知
幾
の
常

套
的
な
手
法
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　

二
例
目
の
検
討
へ
と
進
も
う
。

『
春
秋
』
の
桓
公
三
年
に
、
日
之
を
蝕
す
る
有
り
、
既
な
り
と
。

京
房
『
易
傳
』
に
以
爲
へ
ら
く
後
に
楚
嚴
〔
荘
〕�

始
め
て
王
を

稱
し
、地
千
里
を
兼
ぬ
と
。
案
ず
る
に
楚
は
武
王
自
り
僭
號
し
、

鄧
盟
ひ
て
是
れ
懼
れ
、
荊
尸�

久
し
く
傳
は
る
。
文
・
成
・
繆

の
三
王
を
歴
て
、
方
め
て
嚴
〔
荘
〕
に
至
る
。
是
れ
則
ち
楚
の

王
爲
る
や
、
已
に
四
世
、
何
ぞ
嚴
〔
荘
〕
の
始
め
て
之
を
稱
す

る
と
言
ふ
を
得
ん
や
。
又
魯
の
桓
公
の
薨
ず
る
後
、
嚴
〔
荘
〕・

閔
・
釐
〔
僖
〕・
文
・
宣
を
歴
て
、
凡
そ
五
公
に
し
て
楚
嚴
〔
荘
〕�

始
め
て
霸
と
作
る
。
安
く
ん
ぞ
桓
三
年
に
日
蝕
有
り
て
已
に
し

て
之
に
應
ず
る
も
の
な
ら
ん
や
。
唯
だ
に
事
を
敍
ぶ
る
に
違
有

る
に
あ
ら
ず
し
て
、亦
た
自
ら
占
候
し
て
中
を
失
す
る
者
な
り
。

『
春
秋
』
桓
公
三
年
、
日
有
蝕
之
、
既
。
京
房
『
易
傳
』
以
爲

後
楚
嚴
始
稱
王
、
兼
地
千
里
。
案
楚
自
武
王
僭
號
、
鄧
盟
是
懼
、

荊
尸
久
傳
。
歷
文
・
成
・
繆
三
王
、
方
至
於
嚴
。
是
則
楚
之
爲

王
、
已
四
世
矣
、
何
得
言
嚴
始
稱
之
者
哉
。
又
魯
桓
公
薨
後
、

歷
嚴
・
閔
・
釐
・
文
・
宣
、
凡
五
公
而
楚
嚴
始
作
霸
。
安
有
桓

三
年
日
蝕
而
已
應
之
者
邪
。
非
唯
敍
事
有
違
、
亦
自
占
候
失
中

者
矣
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　

桓
公
三
年
の
皆
既
日
食
に
対
し
て
京
房
『
易
伝
』
は
、
楚
の
荘
王



劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

四
七

が
始
め
て
王
を
僭
称
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
劉
知
幾
は
、楚
が
王
を
僭
称
し
、鄧
は
同
盟
を
結
び
恐
れ
、「
荊

尸
」
と
い
う
楚
の
兵
陣
の
法
は
久
し
く
伝
わ
っ
て
お
り
、
楚
の
王
を

僭
称
す
る
こ
と
、
既
に
四
世
代
経
て
お
り
、
荘
王
が
始
め
て
王
を
僭

称
し
た
と
言
え
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
魯
で
は
桓
公
の
薨
じ
た

後
、
五
代
の
君
主
を
経
て
よ
り
、
楚
の
荘
王
は
始
め
て
覇
者
と
な
れ

た
の
で
あ
り
、
桓
公
三
年
の
日
食
を
楚
の
荘
王
の
行
い
に
関
連
付
け

る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
、
京
房
の
解
釈
は
事
実
関
係
の
み
な
ら
ず
解

釈
も
穏
当
で
な
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

　

こ
こ
も
災
異
解
釈
に
お
け
る
矛
盾
点
に
懐
疑
を
示
す
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
当
該
の
『
漢
書
』
本
文
に
対
す
る
顔
師
古
注
に
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

師
古
曰
、「
楚
武
王
荊
尸
久
已
見
傳
、
今
此
言
莊
始
稱
王
、
未

詳
其
說
。」

�

五
行
志
下
之
下

　

顔
師
古
も
『
漢
書
』
に
引
か
れ
る
京
房
『
易
伝
』
の
、
日
食
の
原

因
を
楚
の
荘
王
の
僭
称
に
関
連
付
け
る
解
釈
に
懐
疑
を
示
し
て
い

る
。
こ
こ
も
先
と
同
様
に
顔
師
古
注
と
劉
知
幾
の
説
が
一
致
し
て
お

り
、
か
つ
「
荊
尸
久
已
見
傳
」
の
語
の
符
合
か
ら
も
両
者
が
踏
襲
関

係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
一
致
す
る
箇
所
が
「
未

詳
」
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
視
し
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
三
例
目
で
あ
る
。

『
左
氏
傳
』
に
魯
の
襄
公
の
時
、
宋
に
女
子
の
赤
に
し
て
毛
あ

る
を
生
み
、
之
を
堤
の
下
に
棄
つ
る
こ
と
有
り
。
宋
の
平
公
の

母�

共
姬
の
御
者�

見
て
之
を
收
め
、
因
り
て
名
づ
け
て
棄
と
曰

ふ
。
長
じ
て
美
好
な
れ
ば
、
之
を
平
公
に
納
れ
、
子
を
生
み
て

佐
と
曰
ふ
。
後
に
宋
臣
の
伊
戾�

太
子
痤
を
讒
し
て
之
を
殺
す
。

是
れ
に
先
じ
て
、
大
夫
華
元�

晉
に
出
奔
し
、
華
合
比�

衛
に
奔

る
と
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
時
に
則
ち
火
災
有
り�

赤
眚
の
明
應

な
り
と
。
案
ず
る
に
災
祥
の
作
る
や
、
將
に
後
來
に
應
じ
ん
と

し
、
事
迹
の
彰
ら
か
な
る
や
、
用
て
前
兆
に
符
す
。
華
元
の
晉

に
奔
る
が
如
き
は
、
成
十
五
年
に
在
り
、
諸
を
棄
堤
に
參
ず
る

は
、
實
に
符
會
し
難
し
。
又
た
合
比
の
衛
に
奔
る
は
、
昭
六
年

に
在
り
。
而
れ
ど
も
元
の
奔
る
と
、
俱
に
「
是
れ
に
先
ん
ず
」

と
云
ふ
は
、
惟
だ
前
と
後
と
、
事
並
び
に
相
違
ふ
者
な
り
。

『
左
氏
傳
』
魯
襄
公
時
、
宋
有
生
女
子
赤
而
毛
、
棄
之
堤
下
。

宋
平
公
母
共
姬
之
御
者
見
而
收
之
、
因
名
曰
棄
。
長
而
美
好
、

納
之
平
公
、
生
子
曰
佐
。
後
宋
臣
伊
戾
讒
太
子
痤
而
殺
之
。
先

是
、
大
夫
華
元
出
奔
晉
、
華
合
比
奔
衛
。
劉
向
以
爲
時
則
有
火
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災
赤
眚
之
明
應
也
。
案
災
祥
之
作
、
將
應
後
來
、
事
迹
之
彰
、

用
符
前
兆
。
如
華
元
奔
晉
、
在
成
十
五
年
、
參
諸
棄
堤
、
實
難

符
會
。
又
合
比
奔
衛
、在
昭
六
年
。
而
與
元
奔
、俱
云
「
先
是
」、

惟
前
與
後
、
事
並
相
違
者
焉
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　
『
左
氏
伝
』襄
公
二
十
六
年
の
記
事
に
、宋
に
赤
毛
の
子
が
生
ま
れ
、

堤
の
下
に
棄
て
ら
れ
た
。
宋
の
平
公
の
母
、
共
姫
の
御
者
が
そ
の
子

を
ひ
ろ
っ
て
、
棄
と
名
付
け
、
成
長
し
て
平
公
に
嫁
い
で
佐
と
い
う

子
を
生
ん
だ
。
後
に
宋
の
臣
下
の
伊
戻
が
太
子
痤
を
讒
言
し
て
殺
し

た
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
に
、
成
公
十
五
年
に
大
夫
の
華
元
が
晋
に

出
奔
し
、
昭
公
六
年
に
は
華
合
比
が
衛
に
出
奔
し
た
と
あ
る
。
以
上

の
事
件
か
ら
劉
向
は
時
に
火
災
が
あ
り
明
ら
か
な
る
赤
眚
の
反
応
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
解
釈
に
対
し
て
劉
知
幾
は
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
。
華
元
が

晋
に
出
奔
し
た
の
は
、襄
公
よ
り
前
の
成
公
十
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、

華
合
比
が
衛
に
出
奔
し
た
の
は
、襄
公
よ
り
後
の
昭
公
六
年
で
あ
り
、

纏
め
て
先
の
出
来
事
と
す
る
の
は
時
系
列
に
矛
盾
が
あ
る
と
指
摘
す

る
。

　

顔
師
古
も
同
様
に
こ
う
し
た
因
果
関
係
の
時
系
列
に
つ
い
て
指
摘

し
、「
未
詳
」
と
い
う
判
断
を
下
す
。

師
古
曰
、「
事
在
昭
六
年
。
據
今
『
春
秋
』、
合
比
奔
在
殺
太
子

痤
後
、
而
志
總
言
先
是
、
未
詳
其
意
。」�

五
行
志
中
之
下

　

こ
の
よ
う
に
、
劉
知
幾
の
説
と
顔
師
古
の
説
が
踏
襲
関
係
に
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
踏
襲
の
み
に
終
始
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
劉
知
幾
が
独
自
に
顔
師
古
の
説
を
深
化
さ
せ
て

五
行
志
の
災
異
解
釈
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

『
春
秋
』
文
公
元
年
、
日
之
を
蝕
す
る
有
り
と
。
劉
向�

以
爲
へ

ら
く
後
に
晉�

江
を
滅
せ
ば
な
り
と
。
案
ず
る
に
本
經
文
四
年

に
、
楚
人�

江
を
滅
す
と
書
す
。
今
晉
滅
す
と
云
ふ
は
、
其
の

說
取
る
無
し
。
且
つ
江
は
南
裔
に
居
り
、
楚
と
鄰
と
爲
り
、
晉

は
北
方
に
處
り
、
江
を
去
る
こ
と
殊
に
遠
し
。
晉
の
滅
す
る
所

と
稱
す
る
は
、
其
の
理�

通
じ
難
し
。

『
春
秋
』
文
公
元
年
、
日
有
蝕
之
。
劉
向
以
爲
後
晉
滅
江
。
案

本
經
書
文
四
年
、
楚
人
滅
江
。
今
云
晉
滅
、
其
說
無
取
。
且
江

居
南
裔
、
與
楚
爲
鄰
、
晉
處
北
方
、
去
江
殊
遠
。
稱
晉
所
滅
、

其
理
難
通
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　

文
公
元
年
の
日
食
に
対
し
て
、
劉
向
は
、
後
に
晋
が
江
を
滅
ぼ
し



劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

四
九

た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
劉
知
幾
は
『
春
秋
』
文
公
四

年
に
、
楚
人
が
江
を
滅
ぼ
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
晋
が
滅
し
た
と

い
う
説
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
江
は
南
方
に
あ
り
、
楚
と
隣
国
の

位
置
に
あ
る
が
、
晋
は
北
方
に
あ
り
江
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
晋

が
江
を
滅
ぼ
し
た
と
す
る
の
は
理
屈
に
合
わ
な
い
、
と
指
摘
し
、
劉

向
の
災
異
解
釈
を
理
知
的
に
斥
け
て
い
る
。

　

顔
師
古
は
劉
知
幾
と
同
様
に
以
下
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

師
古
曰
、「
春
秋
文
四
年
『
楚
人
滅
江
』、
今
此
云
晉
、
未
詳
其

說
。」

�

五
行
志
下
之
下

　

こ
こ
で
も
劉
知
幾
と
同
様
に
『
春
秋
』
文
公
四
年
の
記
述
と
の
矛

盾
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
顔
師
古
注
と
比
較
す
れ
ば
、
劉
知

幾
の
説
は
さ
ら
に
地
理
的
関
係
性
も
そ
の
批
判
の
証
左
と
し
て
補
足

的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
春
秋
』
に
昭
公
九
年
、
陳
に
火
あ
り
と
。
董
仲
舒
以
爲
へ
ら

く
陳
の
夏
徵
舒
君
を
弑
し
て
、
楚
嚴
〔
荘
〕
王�

陳
の
爲
に
賊

を
討
た
ん
と
欲
す
る
に
託
し
て
、
陳
國�

門
を
闢
き
て
之
を
待

ち
、因
り
て
陳
を
滅
す
。
陳
の
臣
子
毒
恨
す
る
こ
と
尤
も
甚
し
、

陰
を
極
め
陽
を
生
じ
、
故
に
火
災
を
致
す
と
。
案
ず
る
に
楚
の

嚴
〔
荘
〕
王
の
陳
に
入
る
は
、乃
ち
宣
十
一
年
の
事
な
り
。（
中

略
）
又
た
案
ず
る
に
陳
は
前
後
に
楚
の
滅
ぼ
す
所
と
爲
る
者
は

三
た
び
、
始
め
は
宣
十
一
年
に
楚
の
嚴
〔
荘
〕
王
の
滅
す
る
所

と
爲
り
、
次
い
で
昭
八
年
に
楚
の
靈
王
の
滅
す
る
所
と
爲
り
、

後
に
哀
十
七
年
に
楚
の
惠
王
の
滅
す
る
所
と
爲
る
。
今
董
生
誤

ち
て
陳
の
次
に
亡
す
る
の
役
を
以
て
是
れ
楚
始
め
て
滅
す
る
の

時
と
し
、
遂
に
妄
り
に
占
候
す
る
こ
と
有
り
、
虛
し
く
物
色
を

辨
ず
。尋
ぬ
る
に
昭
の
上�

宣
を
去
る
こ
と
、魯
は
四
公
を
易
へ
、

嚴
〔
荘
〕
の
下�

靈
に
至
る
ま
で
、
楚
は
五
代
を
經
た
り
。
懸

隔
頓
別
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
混
雜
分
つ
無
し
。
嗟
乎
、
帷
を

下
す
こ
と
三
年
、
誠
に
則
ち
勤
め
た
り
。
之
を
千
里
に
差
ふ
る

は
、
何
ぞ
其
れ
闊
な
る
や
。

『
春
秋
』
昭
公
九
年
、
陳
火
。
董
仲
舒
以
爲
陳
夏
徵
舒
弑
君
、

楚
嚴
王
託
欲
爲
陳
討
賊
、
陳
國
闢
門
而
待
之
、
因
滅
陳
。
陳
之

臣
子
毒
恨
尤
甚
、
極
陰
生
陽
、
故
致
火
災
。
案
楚
嚴
王
之
入
陳
、

乃
宣
十
一
年
事
也
。（
中
略
）
又
案
陳
前
後
爲
楚
所
滅
者
三
、

始
宣
十
一
年
爲
楚
嚴
王
所
滅
、
次
昭
八
年
爲
楚
靈
王
所
滅
、
後

哀
十
七
年
爲
楚
惠
王
所
滅
。
今
董
生
誤
以
陳
次
亡
之
役
是
楚
始

滅
之
時
、
遂
妄
有
占
候
、
虛
辨
物
色
。
尋
昭
之
上
去
於
宣
、
魯

易
四
公
、
嚴
之
下
至
於
靈
、
楚
經
五
代
。
雖
懸
隔
頓
別
、
而
混
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雜
無
分
。
嗟
乎
、
下
帷
三
年
、
誠
則
勤
矣
。
差
之
千
里
、
何
其

闊
哉
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　
『
春
秋
』
昭
公
九
年
に
起
き
た
陳
の
火
災
に
つ
い
て
、
董
仲
舒
は
、

陳
の
夏
徵
舒
が
君
を
弑
殺
し
（
夏
徵
舒
の
乱
）、
楚
の
荘
王
が
陳
の

た
め
に
そ
れ
を
討
伐
し
よ
う
と
し
、
陳
を
滅
ぼ
し
、
陳
の
人
々
が
怨

嗟
し
た
こ
と
に
原
因
を
求
め
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
劉
知
幾
は
、
楚
の
荘
王
が
陳
に
入
っ
た
の
は
宣
公

十
一
年
の
事
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
楚
が
陳
を
滅
ぼ
し
た
の
は
、
宣

公
十
一
年
の
荘
王
、
昭
公
八
年
の
霊
王
、
哀
公
十
七
年
の
惠
王
と
三

度
あ
る
と
示
す
。
そ
し
て
董
仲
舒
は
、
こ
の
二
度
目
の
楚
の
侵
略
を

取
り
上
げ
て
初
め
て
侵
略
し
た
も
の
と
誤
解
し
て
災
異
を
説
い
た
と

し
、
か
け
離
れ
た
年
代
の
出
来
事
を
分
別
で
き
て
お
ら
ず
、
迂
闊
で

あ
る
、
と
董
仲
舒
の
誤
謬
を
非
難
す
る
。

　

一
方
、
顔
師
古
注
は
と
い
う
と
夏
徵
舒
の
乱
の
経
緯
を
述
べ
た
後

に
楚
が
陳
を
併
呑
し
た
の
は
、
宣
公
十
一
年
の
事
で
あ
る
と
年
号
を

記
す
の
み
に
と
ど
め
て
い
る（
８
）。
つ
ま
り
、
顔
師
古
は
年
代
の
違
和
を

示
唆
的
に
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
劉
知
幾
は
明
ら
か
な
相
違

を
よ
り
詳
細
に
論
じ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、

劉
知
幾
が
顔
師
古
注
の
指
摘
を
発
展
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
事
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
書
志
篇
の
一
例
を
挙
げ
た
い
。
こ
こ
で
も
、
顔
師
古
注
の

学
説
を
摂
取
し
つ
つ
も
、
よ
り
発
展
さ
せ
た
痕
跡
が
見
て
取
れ
る
。

書
志
篇
の
五
行
志
へ
の
批
判
の
具
体
例
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
一

つ
に
、「
高
宗�

諒
陰
し
、
亳は
く

都
に
實
に
桑
穀
を
生
ず
（
高
宗
諒
陰
、

亳
都
實
生
桑
穀
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
行
志
中
之
下
の
以
下
の

記
述
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

書
序
に
曰
は
く
、「
伊
陟
は
太
戊
に
相
た
り
。
亳
に
祥
有
り
桑

穀
共
に
生
ず
」
と
。
傳
に
曰
は
く
、「
俱
に
朝
に
生
じ
、
七
日

に
し
て
大
い
に
拱す
く

ふ
。
伊
陟�

戒
む
る
に
修
德
を
以
て
す
れ
ば
、

而
ち
木
枯
れ
た
り
」
と
。
劉
向�

以
爲
へ
ら
く
殷
道
既
に
衰
へ
、

高
宗�

敝
を
承
け
て
起
り
、涼
陰
の
哀
を
盡
し
、天
下
之
に
應
ず
。

既
に
顯
榮
を
獲
る
も
、
政
事
に
怠
り
、
而
し
て
國
將
に
危
亡
せ

ん
と
す
、
故
に
桑
穀
の
異�

見
は
れ
り
。
…

書
序
曰
、「
伊
陟
相
太
戊
。
亳
有
祥
桑
穀
共
生
。」
傳
曰
、「
俱

生
乎
朝
、
七
日
而
大
拱
。
伊
陟
戒
以
修
德
、
而
木
枯
。」
劉
向

以
爲
殷
道
既
衰
、
高
宗
承
敝
而
起
、
盡
涼
陰
之
哀
、
天
下
應
之
。

既
獲
顯
榮
、
怠
於
政
事
、
而
國
將
危
亡
、
故
桑
穀
之
異
見
。
…

�

五
行
志
中
之
下
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五
一

　
『
尚
書
』
の
序
に
伊
陟
が
殷
の
太
戊
の
宰
相
で
あ
っ
た
時
、
都
の

亳
に
桑
穀
が
共
に
生
え
た
と
あ
る（
９
）。
そ
の
伝
に
は
、
朝
廷
に
生
え
て

七
日
に
し
て
手
で
す
く
え
る
ほ
ど
と
な
り
、
伊
陟
が
徳
を
修
め
る
よ

う
戒
め
れ
ば
枯
れ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
劉
向
は
、
高
宗
は

前
帝
の
廃
れ
た
政
治
の
後
に
即
位
す
る
も
喪
を
尽
く
し
て
哀
悼
の
意

を
示
し
、
天
下
の
人
々
は
共
感
し
た
が）
（1
（

、
政
治
を
怠
り
国
家
は
危
機

に
さ
ら
さ
れ
た
た
め
に
桑
穀
が
共
に
生
じ
る
と
い
う
異
変
が
起
き

た
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
向
は
桑
穀
が
生
え
る
と
い
う
異
変
が

起
き
た
の
は
、
高
宗
の
時
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
劉
知
幾
が
書
志
篇
の
「
高
宗�
諒
陰
し
、
亳
都
に
實
に
桑

穀
を
生
ず
（
高
宗
諒
陰
、
亳
都
實
生
桑
穀
）」
に
付
し
た
原
注
に
は

以
下
の
よ
う
な
考
察
が
見
え
る
。

…
案
ず
る
に
太
戊
崩
じ
、
其
の
後
嗣
は
仲
丁
・
河
亶
甲
・
祖
乙
・

盤
庚
有
り
、
凡
そ
五
世
を
歴
て
、
始
め
て
武
丁
に
至
り
、
即
ち

高
宗
は
是
れ
な
り
。
桑
穀
は
自
ら
太
戊
の
時
に
生
じ
、
高
宗
の

事
に
非
ず
。
高
宗
は
又
た
本
と
亳
に
都
せ
ず
。

…
案
太
戊
崩
、
其
後
嗣
有
仲
丁
・
河
亶
甲
・
祖
乙
・
盤
庚
、
凡

歷
五
世
、
始
至
武
丁
、
即
高
宗
是
也
。
桑
穀
自
太
戊
時
生
、
非

高
宗
事
。
高
宗
又
本
不
都
於
亳
。

�

『
史
通
』
書
志
篇

　

劉
向
の
解
釈
に
対
し
て
殷
王
室
の
系
譜
を
示
し
て
、
桑
穀
が
生
え

た
の
は
太
戊
の
時
の
出
来
事
で
あ
り
、
高
宗
（
武
丁
）
の
出
来
事
で

は
な
い
と
し
、
さ
ら
に
高
宗
は
毫
を
都
と
し
て
い
な
い
と
、
解
釈
の

矛
盾
点
を
指
摘
す
る
。

　

こ
こ
も
顔
師
古
注
と
合
致
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

師
古
曰
、「
…
據
今
尚
書
及
諸
傳
記
、
太
戊
卒
、
子
仲
丁
立
卒
、

弟
何
亶
甲
立
卒
、
子
祖
乙
立
卒
、
子
盤
庚
立
卒
、
小
乙
之
子
武

丁
立
、
是
爲
高
宗
。
桑
穀
自
太
戊
時
生
、
涼
陰
乃
高
宗
之
事
。

而
此
云
桑
穀
即
高
宗
時
出
、
其
說
與
『
尚
書
大
傳
』
不
同
、
未

詳
其
義
也
。
或
者
伏
生
差
謬
。」

�

五
行
志
中
之
下

　
『
尚
書
』
及
び
諸
伝
記
を
参
照
し
て
、
殷
王
室
の
系
譜
を
示
し
て

異
変
が
起
き
た
の
は
、「
太
戊
の
時
」
と
し
て
お
り
、
概
ね
両
者
の

指
摘
は
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両

者
の
相
違
と
し
て
顔
師
古
注
で
は
、
高
宗
の
時
と
し
て
い
る
劉
向
の

解
釈
と
伏
生
『
尚
書
大
伝
』
の
説）
（（
（

と
の
不
一
致
を
「
未
詳
」
と
し
、

伏
生
の
誤
謬
を
疑
う
に
留
ま
る
が
、
劉
知
幾
は
明
ら
か
に
劉
向
の
解

釈
に
対
し
て
誤
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
顔
師
古
は
劉
向

の
解
釈
の
問
題
点
を
挙
げ
て
「
未
詳
」
と
指
摘
す
る
に
留
ま
る
が
、
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劉
知
幾
は
さ
ら
に
進
め
て
解
釈
の
誤
謬
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

以
上
か
ら
劉
知
幾
の
説
が
顔
師
古
の
説
と
踏
襲
関
係
に
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
顔
師
古
の
生
年
は
劉
知
幾
と
重
な
っ

て
お
ら
ず
、
直
接
的
な
学
問
上
の
交
流
が
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
し

か
も
ま
た
、
顔
師
古
の
子
息
等
と
の
関
係
を
示
す
資
料
も
管
見
の
限

り
現
存
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
劉
知
幾
は
顔
師
古
か
ら
直
接
的
な
伝

聞
な
ど
に
よ
っ
て
学
説
を
摂
取
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
流
通
し
て

い
た
『
漢
書
』
顔
師
古
注
を
参
照
し
て
五
行
志
の
研
究
を
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
現
に
『
史
通
』
自
叙
篇
で
、幼
少
期
に
「『
史
』・『
漢
』・

『
三
国
』
を
讀
」
ん
だ
と
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
仕
官
し
て
入
朝
し
た

際
に
、
余
暇
を
得
て
都
に
遊
学
し
て
、
大
量
の
書
を
借
り
て
看
破
し

た
と
あ
る
。
こ
う
し
た
大
き
な
学
問
形
成
期
間
に
『
漢
書
』
本
文
の

み
な
ら
ず
、
顔
師
古
注
を
も
目
に
し
て
学
究
の
対
象
と
し
得
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
劉
知
幾
に
お
い
て
顔
師
古
の

学
説
は
『
漢
書
』
の
注
釈
に
よ
っ
て
の
み
、
摂
取
さ
れ
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う）
（1
（

。
そ
の

た
め
、
現
行
の
顔
師
古
注
と
文
脈
や
意
味
に
お
い
て
大
き
な
相
違
が

生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

顔
師
古
の
説
を
摂
取
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、

単
な
る
踏
襲
に
止
ま
ら
ず
劉
知
幾
が
独
自
に
発
展
さ
せ
て
い
る
箇
所

も
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
て

お
く
べ
き
点
は
、
劉
知
幾
の
説
と
合
致
す
る
箇
所
は
、
顔
師
古
注
で

「
未
詳
」
と
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、「
未
詳
」
と
い
う
語
彙
が
顔
師
古
の
『
漢
書
』
注
釈
全
体

に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
包
含
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
如
何

な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
次
節
で

顔
師
古
注
と
一
致
し
な
い
箇
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

Ｂ
、
顔
師
古
注
と
合
致
し
な
い
も
の

　

前
節
で
顔
師
古
注
と
合
致
し
た
も
の
を
確
認
し
た
が
、本
節
で
は
、

顔
師
古
注
と
合
致
し
な
い
、
言
わ
ば
劉
知
幾
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
と
見
な
せ
る
箇
所
を
検
討
す
る
。
手
法
に
よ
り
分
類
し
次
に

示
そ
う
。

ア
、�

年
代
の
矛
盾
な
ど
か
ら
理
屈
に
合
わ
な
い
と
し
て
五
行
志
の
解

釈
を
批
判
す
る
も
の

　

劉
知
幾
が
五
行
志
の
災
異
解
釈
に
対
し
て
年
代
な
ど
の
矛
盾
を
突

く
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
注
の
⑸
前
掲
の
許
氏
が
指
摘
し
た
「
物

理
上
」
の
判
断
、す
な
わ
ち
「
理
」
に
よ
る
批
判
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
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先
の
顔
師
古
注
と
一
致
す
る
箇
所
で
も
見
ら
れ
た
批
判
の
形
式
で
も

あ
る
。『

春
秋
』
に
釐
〔
僖
〕
公
二
十
九
年
秋
、
大
い
に
雹
雨あ
め

ふ
る
と
。

劉
向
以
爲
へ
ら
く
釐
〔
僖
〕
公
の
末
年
に
、
公
子
遂�

專
權
自

恣
し
、
弑
君
に
至
り
、
陰
の
陽
を
脅
か
す
の
象
見
は
る
。
釐
公

悟
ら
ず
、
遂
に
後
二
年
公
子
赤
を
殺
し
、
宣
公
を
立
つ
と
。
案

ず
る
に
遂
の
宣
を
立
て
子
赤
を
殺
す
や
、
此
れ
乃
ち
文
公
の
末

代
な
り
。
輒
ち
僖
公
の
暮
年
と
謂
ふ
は
、
世
寔
に
懸
殊
し
て
、

言
何
ぞ
倒
錯
す
る
か
。

『
春
秋
』
釐
公
二
十
九
年
秋
、
大
雨
雹
。
劉
向
以
爲
釐
公
末
年
、

公
子
遂
專
權
自
恣
、
至
於
弑
君
、
陰
脅
陽
之
象
見
。
釐
公
不
悟
、

遂
後
二
年
殺
公
子
赤
、
立
宣
公
。
案
遂
之
立
宣
殺
子
赤
也
、
此

乃
文
公
末
代
。
輒
謂
僖
公
暮
年
、
世
寔
懸
殊
、
言
何
倒
錯
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　

僖
公
二
十
九
年
秋
の
雹
が
降
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
劉
向
は
僖
公

の
世
の
末
年
に
公
子
遂
が
専
横
し
、
君
を
弑
殺
す
る
ま
で
に
至
り
、

陰
が
陽
を
脅
か
す
象
徴
が
立
ち
現
れ
た
。
し
か
し
、僖
公
は
悟
ら
ず
、

二
年
後
に
公
子
赤
を
殺
す
に
至
っ
た
と
説
く
。
劉
知
幾
は
、
公
子
遂

が
宣
公
を
擁
立
し
て
子
赤
を
殺
し
た
の
は
、
文
公
の
末
年
の
出
来
事

で
あ
り
、
僖
公
の
末
年
と
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
と
年
代
の
錯
綜

を
指
摘
す
る
。

イ
、『
左
氏
伝
』
に
依
拠
し
て
五
行
志
の
解
釈
を
批
判
す
る
も
の

　

劉
知
幾
は
春
秋
三
伝
の
う
ち
、『
左
氏
伝
』を
殊
に
重
視
し
て
い
た
。

幼
少
の
頃
よ
り
父
か
ら
授
か
り
愛
好
し）
（1
（

、『
史
通
』
に
申
左
篇
を
設

け
て
そ
の
長
所
を
説
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
五
行
志
へ

の
批
判
に
も
こ
う
し
た
姿
勢
が
貫
徹
さ
れ
て
お
り
、『
左
氏
伝
』
の

記
述
に
基
づ
い
て
五
行
志
に
引
か
れ
る
漢
儒
の
災
異
解
釈
に
疑
義
を

呈
し
て
い
る
。

哀
公
十
三
年
十
一
月
、
星
の
東
方
に
孛
す
る
有
り
。
董
仲
舒
・

劉
向
以
爲
へ
ら
く
周
の
十
一
月
は
、
夏
の
九
月
に
し
て
、
日
氐

に
在
り
。
東
方
に
出
づ
る
は
、
軫
・
角
・
亢
な
り
。
或
い
は
曰

は
く
、
角
・
亢
は
、
大
國
の
象
、
齊
・
晉
と
爲
す
な
り
。
其
の

後
田
氏
齊
を
簒
し
、
六
卿
晉
を
分
か
つ
と
。
案
ず
る
に
星
孛
あ

る
の
後
二
年
に
し
て
、『
春
秋
』
の
經
盡
く
。
又
た
十
一
年
に

し
て
、
左
氏
の
傳
盡
く
。
傳
の
盡
く
る
よ
り
後
八
十
二
年
に
し

て
、
齊
の
康
公
は
田
和
の
滅
す
る
所
と
爲
る
。
又
た
七
年
に
し

て
、
晉
の
靜
公
は
韓
・
魏
・
趙
の
滅
す
る
所
と
爲
る
。
上
は
星

孛
あ
る
の
歲
を
去
る
こ
と
、
皆
な
百
餘
年
を
出
づ
。
辰
象
の
纏
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は
る
所
、
氛
祲
の
指
す
所
、
若
し
相
感
應
あ
り
と
せ
ば
、
何
ぞ

太
だ
疏
闊
な
る
者
ぞ
。
且
つ
『
春
秋
』
既
に
終
は
る
の
後
、『
左

傳
』
未
だ
盡
き
ざ
る
の
前
に
當
り
、
其
の
間
に
は
君
を
弑
し
、

越
は
吳
を
滅
し
、
魯
は
越
に
遜
れ
、
賊
臣
逆
子
の
家
を
破
り
國

を
亡
ぼ
す
者
多
し
。
此
れ
正
に
東
方
の
象
・
大
國
の
徵
を
得
た

り
、
何
の
故
に
舍
て
て
述
べ
ず
、
遠
く
他
代
に
求
む
る
者
な
ら

ん
や
。
又
た
范
と
中
行
と
は
、
早
に
殄
滅
に
從
ふ
。
智
は
戰
國

に
入
り
て
、
踵
を
繼
い
で
亡
ぶ
と
云
ふ
。
輒
ち
三
晉
と
名
を
連

ね
、
總
ぶ
る
に
六
卿
を
以
て
目
と
爲
す
は
、
殊
に
謬
爲
る
な
り
。

哀
公
十
三
年
十
一
月
、
有
星
孛
於
東
方
。
董
仲
舒
・
劉
向
以
爲

周
之
十
一
月
、
夏
九
月
、
日
在
氐
。
出
東
方
者
、
軫
・
角
・
亢

也
。
或
曰
、
角
・
亢
、
大
國
之
象
、
爲
齊
・
晉
也
。
其
後
田
氏

簒
齊
、
六
卿
分
晉
。
案
星
孛
之
後
二
年
、『
春
秋
』
之
經
盡
矣
。

又
十
一
年
、
左
氏
之
傳
盡
矣
。
自
傳
盡
後
八
十
二
年
、
齊
康
公

爲
田
和
所
滅
。
又
七
年
、
晉
靜
公
爲
韓
・
魏
・
趙
所
滅
。
上
去

星
孛
之
歲
、
皆
出
百
餘
年
。
辰
象
所
纏
、
氛
祲
所
指
、
若
相
感

應
、
何
太
疏
闊
者
哉
。
且
當
『
春
秋
』
既
終
之
後
、『
左
傳
』

未
盡
之
前
、
其
間
衛
弑
君
、
越
滅
吳
、
魯
遜
越
、
賊
臣
逆
子
破

家
亡
國
者
多
矣
。
此
正
得
東
方
之
象
・
大
國
之
徵
、
何
故
舍
而

不
述
、
遠
求
他
代
者
乎
。
又
范
與
中
行
、
早
從
殄
滅
。
智
入
戰

國
、
繼
踵
云
亡
。
輒
與
三
晉
連
名
、
總
以
六
卿
爲
目
、
殊
爲
謬

也
。

�

『
史
通
』
五
行
志
雑
駁
篇

　

哀
公
十
三
年
十
一
月
の
東
方
に
ほ
う
き
星
が
現
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
董
仲
舒
・
劉
向
は
、
東
方
は
大
国
の
象
徴
で
あ
る
と
し
、
後
に

田
氏
が
斉
を
簒
奪
し
、
晋
が
六
人
の
卿
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
関
連

性
を
見
出
す
。
劉
知
幾
は
三
点
証
拠
を
挙
げ
て
こ
の
解
釈
の
矛
盾
点

を
突
く
。
一
点
目
は
、
董
仲
舒
・
劉
向
が
関
係
性
を
見
出
し
た
二
つ

の
事
象
は
、
ほ
う
き
星
が
現
れ
た
年
か
ら
百
年
近
く
離
れ
て
お
り
、

関
連
付
け
る
に
は
遠
く
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二
点
目
は
、

『
春
秋
』
の
記
事
が
終
わ
っ
て
い
る
が
、『
左
氏
伝
』
に
記
載
が
あ
る

年
代
に
大
国
で
君
を
弑
殺
し
た
り
、
滅
亡
し
た
り
し
た
事
件
が
多
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
三
点
目
は

晋
を
割
譲
し
た
と
さ
れ
る
范
氏
・
中
行
氏
・
智
氏
は
、
つ
と
に
滅
亡

し
て
お
り
、
韓
・
魏
・
趙
と
ま
と
め
て
六
卿
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
点
と
も
『
左
氏
伝
』
に
依
拠
し
て
こ
そ

見
出
し
得
る
観
点
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
こ
こ
で
い
う
董
仲
舒
・
劉
向
と
い
っ
た
漢
儒
の
解
釈
の
誤

謬
は
、
如
何
な
る
点
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
解

釈
の
誤
謬
が
生
じ
る
に
至
っ
た
要
因
を
自
ら
の
判
断
基
準
に
照
ら
合

わ
せ
て
、
劉
知
幾
は
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。



劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

五
五

斯
の
失
の
起
こ
る
所
を
尋
ぬ
る
に
、
意
を
以
て
測
る
べ
し
。
何

者
と
な
れ
ば
。
二
傳
の
引
く
所
、事
は
西
狩
獲
麟
に
終
ふ
。『
左

氏
』
の
書
す
る
所
は
、
語
り
て
趙
襄
の
智
を
滅
す
る
を
連
ぬ
。

漢
代
の
學
者
は
、
唯
だ
二
傳
を
讀
む
の
み
に
し
て
、『
左
氏
』

を
觀
ず
。
故
に
事
に
周
か
ら
ざ
る
有
り
、
言
に
脫
略
多
し
。
…

尋
斯
失
所
起
、
可
以
意
測
。
何
者
。
二
傳
所
引
、
事
終
西
狩
獲

麟
。『
左
氏
』
所
書
、語
連
趙
襄
滅
智
。
漢
代
學
者
、唯
讀
二
傳
、

不
觀
『
左
氏
』。
故
事
有
不
周
、
言
多
脫
略
。
…

�
『
史
通
』
五
行
志
雑
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漢
儒
が
獲
麟
の
記
事
（
哀
公
十
四
年
）
で
終
わ
る
『
公
羊
伝
』・『
穀

梁
伝
』
を
読
む
の
み
で
哀
公
二
十
七
年
ま
で
続
く
『
左
氏
伝
』
を
参

照
で
き
て
お
ら
ず
、
史
実
な
ど
に
抜
け
落
と
し
が
あ
る
こ
と
に
、
漢

儒
達
の
誤
謬
の
原
因
を
求
め
る
。『
左
氏
伝
』
を
好
ん
だ
劉
知
幾
の

学
的
特
徴
が
端
的
に
表
れ
た
判
断
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

劉
知
幾
は
『
春
秋
』
に
お
い
て
、『
左
氏
伝
』
を
極
め
て
重
視
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
前
漢
の
儒
者
達
が
『
公
羊
伝
』・『
穀
梁
伝
』

の
み
に
よ
っ
て
災
異
を
説
く
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
、

顔
師
古
注
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
態
度
で
も
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
劉

知
幾
の
五
行
志
へ
の
批
判
は
、
た
だ
顔
師
古
の
学
説
の
踏
襲
の
み
に

終
始
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

劉
知
幾
は
以
上
の
観
点
か
ら
批
判
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
都
合
上
、
後
述
す
る

こ
と
と
し
、
前
節
で
指
摘
し
た
顔
師
古
注
に
お
け
る
「
未
詳
」
の
位

置
づ
け
と
そ
の
注
釈
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

三
、�

顔
師
古
注
に
お
け
る
「
未
詳
」
と
『
漢
書
』
へ

の
注
釈
態
度

　

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
劉
知
幾
が
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
箇

所
の
顔
師
古
注
で
は
「
未
詳
」
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
顔
師
古
は
『
漢
書
』
へ
の
注
釈
に
お
い
て
如
何
な
る
場
合

に
「
未
詳
」
と
注
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
そ
の
特
徴
が
最
も

表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
数
例
挙
げ
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。
顔
師
古
注
の
み
書
き
下
し
を
示
し
た
。

【
本
文
】『
漢
書
』
巻
二
十
七
上
、
五
行
志
第
七
上

…
相
土
、
商
祖
契
之
曾
孫
、
…

【
注
】師

古
曰
は
く
、「
…
諸
典
籍
に
據
れ
ば
、
相
土
は
即
ち
禼禼
の
孫
、

今
曾
孫
と
云
ふ
は
、
未
だ
其
の
意
を
詳
ら
か
に
せ
ず
」
と
。

師
古
曰
、「
…
據
諸
典
籍
、
相
土
即
禼禼
之
孫
、
今
云
曾
孫
、
未

詳
其
意
。」
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他
の
文
献
（『
史
記
』
殷
本
紀
等
）
に
お
い
て
相
土
は
禼禼
（
契
）

の
孫
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
曽
孫
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意

は
「
未
詳
」
で
あ
る
と
す
る
。『
漢
書
』
本
文
の
他
の
文
献
の
記
述

と
の
齟
齬
を
見
つ
け
て
も「
未
詳
」と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

【
本
文
】『
漢
書
』
巻
五
十
五
、
衛
青
霍
去
病
伝

衛
青
字
仲
卿
。
其
父
鄭
季
、
河
東
平
陽
人
也
。
以
縣
吏
給
事
侯

家
。
平
陽
侯
曹
壽
尚
武
帝
姊
陽
信
長
公
主
。

【
注
】師

古
曰
は
く
、「
壽
は
姓
曹
、
平
陽
侯
爲
り
、
當
に
是
れ
曹
參

の
後
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
參
の
傳
及
び
功
臣
侯
表
並
び
に
之

れ
無
き
は
、
未
だ
其
の
意
を
詳
ら
か
に
せ
ざ
る
な
り
」
と
。

師
古
曰
、「
壽
姓
曹
、
爲
平
陽
侯
、
當
是
曹
參
之
後
。
然
參
傳

及
功
臣
侯
表
並
無
之
、
未
詳
其
意
也
。」

　

平
陽
侯
曹
寿
が
曹
参
の
後
裔
で
あ
る
か
と
い
う
、
人
物
の
系
譜
を

め
ぐ
る
考
察
に
お
い
て
、『
漢
書
』
曹
参
伝
や
功
臣
侯
表
と
い
っ
た

他
の
箇
所
に
記
述
が
見
つ
か
ら
ず
、
そ
の
意
は
「
未
詳
」
と
す
る
。

こ
こ
で
も
あ
く
ま
で
「
未
詳
」
と
の
判
断
で
あ
っ
て
本
文
の
当
否
ま

で
議
論
が
波
及
し
て
い
な
い
。

【
本
文
】『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志

孟
子
十
一
篇
。（
名
軻
、
鄒
人
、
子
思
弟
子
、
有
列
傳
。）

【
注
】師

古
曰
は
く
、「『
聖
證
論
』
に
云
は
く
、
軻
の
字
は
子
車
と
。

而
れ
ど
も
此
の
志
に
字
無
し
、
未
だ
其
の
得
る
所
を
詳
ら
か
に

せ
ざ
る
な
り
」
と
。

師
古
曰
、「『
聖
證
論
』
云
、
軻
字
子
車
。
而
此
志
無
字
、
未
詳

其
所
得
。」

　

王
肅
の
『
聖
證
論
』
を
引
用
し
て
孟
子
の
字
を
提
示
し
て
い
る
が
、

『
漢
書
』
の
芸
文
志
の
班
固
の
自
注
に
字
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
「
未
詳
」
で
あ
る
と
す
る
。
他
説
を
引
用
す
る
も
「
未
詳
」
と
し

て
『
漢
書
』
の
記
述
を
反
駁
し
て
い
な
い
。

【
本
文
】『
漢
書
』
巻
十
九
上
、
百
官
公
卿
表
上

又
上
林
中
十
池
監
、
…

【
注
】師

古
曰
は
く
、「『
三
輔
黃
圖
』
に
云
は
く
上
林
中
の
池
の
上
の

籞
は
五
所
と
、
而
れ
ど
も
此
に
十
池
の
監
あ
り
と
云
ふ
は
、
未

だ
其
の
數
を
詳
ら
か
に
せ
ず
」
と
。

師
古
曰
、「『
三
輔
黃
圖
』
云
上
林
中
池
上
籞
五
所
、
而
此
云
十



劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

五
七

池
監
、
未
詳
其
數
。」

　

本
文
は
百
官
公
卿
表
の
「
少
府
」
と
い
う
秦
代
の
「
山
海
池
澤
の

稅
を
掌
る
」
官
職
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
注
は
上
林
苑
に
あ
る

池
の
い
け
す
の
数
の
考
証
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
本
文
と
相
違
す
る

い
け
す
の
数
を
五
と
す
る
『
三
輔
黄
図
』
の
説
を
引
用
す
る
も
、
そ

の
説
に
よ
っ
て
本
文
を
駁
さ
ず
、
数
を
「
未
詳
」
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
漢
書
』
の
解
釈
に
お
い
て
、
他
説
を
引
用
す
る
も

そ
の
説
を
妥
当
と
し
て
『
漢
書
』
の
本
文
を
駁
し
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
顔
師
古
注
は
『
漢
書
』
本
文
の
齟
齬
や
誤
謬
を
見
つ
け
て
も
他

説
に
よ
る
訂
正
や
断
定
を
避
け
て
「
未
詳
」
と
い
う
判
断
を
下
す
傾

向
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
注
釈
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
顔
師
古
注
の
注
釈
的
特
質
に
関
す
る
先
学

の
指
摘
が
あ
る
。
注
の
（
４
）
前
掲
洲
脇
氏
著
書
（
三
十
五
頁
）
に

よ
れ
ば
、
吉
川
論
文
に
よ
っ
て
顔
師
古
注
の
性
格
は
大
き
く
分
け
て

以
下
の
四
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
と
ま
と
め
て
い
る
。

　
［
一
］
顔
氏
の
家
学
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

　
［
二
］
南
朝
の
漢
書
学
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
［
三
］『
漢
書
』
本
文
に
対
し
て
厳
し
く
校
勘
を
行
う
。

　
［
四
］�

内
容
に
つ
い
て
解
釈
す
る
際
は
出
来
る
限
り
『
漢
書
』
で

解
釈
す
る
。

　

こ
の
う
ち
、［
四
］
の
性
格
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
洲

脇
氏
は
、吉
川
論
文
は
「
顔
師
古
が
『
漢
書
』
に
基
づ
い
て
『
漢
書
』

を
解
釈
し
、
他
書
の
雑
説
を
引
用
し
て
本
文
を
攻
撃
す
る
方
法
を
排

除
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
」
と
言
及
し
て
い
る）
（1
（

。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
顔
師
古
は
『
漢
書
』
を
『
漢
書
』
の
中
で
解
釈
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
貫
き
、
本
文
の
齟
齬
や
矛
盾
が
あ
る
場
合
、
他
説

を
引
用
す
る
傍
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
文
を
反
駁
す
る
こ
と
を
避
け

て
、「
未
詳
」
と
注
す
る
に
留
め
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
未

詳
」
と
注
し
た
意
図
を
吉
川
氏
が
指
摘
し
た
顔
師
古
注
の
「
内
容
に

つ
い
て
解
釈
す
る
際
は
出
来
る
限
り
『
漢
書
』
で
解
釈
す
る
」
と
い

う
性
格
の
一
例
と
し
て
付
加
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
付
言
し
た
い
。
六
朝
期
、特
定
の
門
閥
貴
族
で
は
「
家
学
」

と
い
う
家
内
に
お
け
る
学
問
の
継
承
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
顔

師
古
が
属
し
た
顔
氏
の
場
合
は
、『
漢
書
』
学
や
『
左
氏
伝
』・『
周
礼
』

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
「
家
学
」
が
『
漢
書
』
注
と
密
接
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、［
一
］
に
あ
る
よ
う
に
吉
川
氏
が
指
摘
し

て
い
る
。
特
に
父
の
顔
之
推
の
伝
に
「
世
〻
『
周
官
』・『
左
氏
』
を
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善
く
し
、
之
推
は
早
に
家
業
を
傳
ふ
（
世
善
『
周
官
』・『
左
氏
』、

之
推
早
傳
家
業）
（1
（

）」
と
あ
る
よ
う
に
、
顔
氏
一
族
に
伝
承
さ
れ
て
き

た
「
家
学
」
に
『
周
礼
』・『
左
氏
伝
』
と
い
っ
た
古
文
系
の
経
書
が

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
顔
師
古
も
父
の
之
推
よ
り
古

文
経
学
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
、
劉
知
幾
が
奉
じ
て
い
た
経
学
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、劉
知
幾
は
五
行
志
の
批
判
の
一
部
に『
左

氏
伝
』
に
よ
っ
て
五
行
志
の
記
述
に
懐
疑
を
示
す
態
度
を
取
っ
た
。

し
か
し
、
五
行
志
の
顔
師
古
注
に
は
こ
う
し
た
姿
勢
が
一
切
見
ら
れ

な
い
。
顔
師
古
注
に
「
家
学
」
の
影
響
が
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

『
左
氏
伝
』
に
依
拠
し
て
、
五
行
志
の
記
述
の
一
部
に
疑
義
を
呈
し

て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
顔
師
古
は
劉
知
幾
と
同

様
に
『
左
氏
伝
』
を
家
学
と
し
て
学
ん
で
お
り
な
が
ら
も
、『
左
氏
伝
』

に
依
拠
し
て
五
行
志
の
記
述
に
疑
義
を
呈
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
顔
師
古
が
『
漢
書
』
を
『
漢
書
』

の
中
で
解
釈
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
自
己
の
学
的
立
場
に
よ
る
独

自
の
視
点
を
濃
厚
に
示
し
て
、『
漢
書
』
の
本
文
に
接
す
る
こ
と
を

し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。『
新
唐
書
』
巻
一
九
八
、
儒
学
伝

上
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
く
ま
で
「
班
孟
堅
（
班
固
）

の
忠
臣
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
劉
知
幾
の
五
行
志
批
判
の
思
想
的
背
景

　

劉
知
幾
の
災
異
へ
の
立
場
と
五
行
志
に
収
録
さ
れ
る
漢
代
儒
者
の

災
異
解
釈
へ
の
立
場
に
つ
い
て
、
再
び
書
志
篇
の
記
述
を
も
と
に
検

討
を
加
え
た
い
。
そ
も
そ
も
書
志
篇
は
、
正
史
に
お
け
る
書
・
志
の

機
能
や
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
な

『
漢
書
』
五
行
志
の
災
異
解
釈
へ
の
批
判
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
他
、

正
史
に
五
行
志
や
天
文
志
を
設
け
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。

Ａ
、
災
異
解
釈
へ
の
立
場

　

劉
知
幾
は
、
災
異
解
釈
を
行
う
上
で
の
前
提
的
な
思
想
的
立
場
と

な
る
、「
天
」
と
「
人
」
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。

夫
れ
災
祥
の
作
る
は
、
以
て
吉
凶
を
表
は
す
。
此
れ
理�

昭
昭

と
し
て
、
誣
ひ
易
か
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
則
ち
知
る
吉
凶

遞
ひ
に
代
は
る
こ
と
、
盈
縮
循
環
す
る
が
如
き
を
。
此
れ
乃
ち

諸
を
天
道
に
關
は
ら
し
む
る
も
、
復
た
と
人
事
に
繋
け
ず
。

夫
災
祥
之
作
、
以
表
吉
凶
。
此
理
昭
昭
、
不
易
誣
也
。（
中
略
）

則
知
吉
凶
遞
代
、
如
盈
縮
循
環
。
此
乃
關
諸
天
道
、
不
復
繋
乎



劉
知
幾
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て

五
九

人
事
。

�

『
史
通
』
書
志
篇

　

災
異
が
示
す
吉
凶
は
、「
盈
縮
循
環
」
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
り
、

「
天
道
」
に
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
人
事
」
と
は
繋
が

り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。
つ
ま
り
は
「
天
」
の
運
行
は
人

間
世
界
の
出
来
事
に
関
与
す
る
こ
と
は
無
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
五
行
志
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
儒
達
の
解
釈
が

「
天
」
と
「
人
」
と
が
相
与
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
災
異
を
説
い
て

い
た
の
と
は
、
一
線
を
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
、『
春
秋
』
本
文
の
災
異
の
記
事
を
範
に
取
っ
て
以

下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

…
然
り
而
し
て
古
の
國
史
は
、
異
を
聞
け
ば
則
ち
書
し
、
未
だ

必
ず
し
も
皆
な
其
の
休
咎
を
審
ら
か
に
し
、
其
の
美
惡
を
詳
ら

か
に
せ
ざ
る
な
り
。
故
に
諸
侯
相
赴つ

げ
て
、
異
有
る
も
災
と
爲

さ
ざ
る
は
、『
春
秋
』
に
見
ゆ
る
は
、其
の
事
一
に
非
ざ
る
な
り
。

…
然
而
古
之
國
史
、
聞
異
則
書
、
未
必
皆
審
其
休
咎
、
詳
其
美

惡
也
。
故
諸
侯
相
赴
、
有
異
不
爲
災
、
見
於
『
春
秋
』、
其
事

非
一
。

�

『
史
通
』
書
志
篇

　
『
春
秋
』
本
文
は
異
変
を
記
録
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ

に
関
連
付
け
ら
れ
る
禍
福
吉
凶
を
詳
論
し
て
お
ら
ず
、
異
常
現
象
を

記
し
て
も
災
と
結
び
つ
け
て
記
し
て
い
な
い
例
は
多
い
、
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
り
、『
春
秋
』
に
は
無
暗
に
災
異
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
春
秋
』
自
体
に
は
災

異
へ
の
解
釈
が
多
く
は
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
災
異
解
釈
の
濫

発
に
懐
疑
的
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
劉
知
幾
は
「
天
」
と
「
人
」
と
の
現
象
を
分
別
し
、

互
い
に
強
い
関
係
性
が
あ
る
と
は
し
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で

あ
る）
（1
（

。
Ｂ
、
漢
儒
の
災
異
解
釈
へ
の
否
定
的
立
場

　

劉
知
幾
は
漢
儒
の
災
異
解
釈
に
対
し
て
否
定
的
立
場
を
取
っ
て
お

り
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
先
に
見
た
批
判
で
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い

た
。
書
志
篇
に
は
劉
知
幾
が
漢
代
儒
者
の
災
異
解
釈
に
対
し
て
否
定

的
立
場
を
取
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

書
志
篇
で
は
、
五
行
志
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
儒
の
解
釈
の
牽
強

付
会
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
春
秋
』
は
二
百
四
十
二
年
の
史
事
を

記
録
し
て
、『
左
氏
伝
』
を
見
て
み
れ
ば
わ
ず
か
三
十
巻
で
あ
る
。

し
か
し
、
漢
儒
達
は
漢
代
二
百
年
の
出
来
事
を
『
春
秋
』
の
出
来
事

に
付
会
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
五
行
志
に
引
用
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十
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輯

さ
れ
る
解
釈
の
矛
盾
点
を
数
條
列
挙
し
た
後
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

…
斯
れ
皆
な
章
句
に
憑
ら
ず
、
直
だ
胸
懷
よ
り
取
る
の
み
。
或

い
は
前
を
以
て
後
と
爲
し
、
虛
を
以
て
實
と
爲
し
、
的
を
移
し

て
箭せ
ん

に
就
き
、
曲
げ
て
相
諧か
な

ふ
を
取
り
、
耳
を
掩
ひ
て
鐘
を
盗

み
、
自
ら
覺
る
無
し
と
云
ふ
。
詎い
ず

く
ん
ぞ
後
生
の
畏
る
べ
く
、

來
者
の
誣
ひ
難
き
を
知
る
者
な
ら
ん
や
。（
中
略
）
且
つ
一
災

を
敍
す
る
每
に
、
一
怪
を
推
し
、
董
・
京
の
說
は
、
前
後
相
反

し
、
向
・
歆
の
解
は
、
父
子
同
じ
か
ら
ず
。

…
斯
皆
不
憑
章
句
、
直
取
胸
懷
。
或
以
前
爲
後
、
以
虛
爲
實
、

移
的
就
箭
、
曲
取
相
諧
、
掩
耳
盜
鐘
、
自
云
無
覺
。
詎
知
後
生

可
畏
、
來
者
難
誣
者
邪
。（
中
略
）
且
每
有
敍
一
災
、
推
一
怪
、

董
・
京
之
說
、
前
後
相
反
、
向
・
歆
之
解
、
父
子
不
同
。

�

『
史
通
』
書
志
篇

　

劉
知
幾
は
、
五
行
志
の
解
釈
は
章
句
・
訓
詁
に
依
拠
し
て
お
ら
ず
、

憶
測
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
年

代
の
時
系
列
を
間
違
い
、
虚
を
実
と
し
て
お
り
、
的
を
矢
に
近
づ
け

る
よ
う
な
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
と
手
厳
し
く
非
難
す
る
。
さ
ら
に

逐
一
災
異
に
解
釈
を
加
え
、
董
仲
舒
・
京
房
の
説
は
背
反
し
、
劉
向
・

歆
の
解
釈
は
父
子
で
相
違
し
て
い
る
と
そ
の
矛
盾
点
を
突
く
。

　

こ
の
よ
う
に
劉
知
幾
は
、
漢
代
儒
者
の
災
異
解
釈
に
冷
淡
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
漢
儒
達
の
解
釈
や
手
法
は
、
牽
強
付
会

や
憶
測
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
激
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
劉
知
幾
は
「
天
」
と
「
人
」
と
に
相
関
性
を
見
出

さ
ず
、
さ
ら
に
は
、
漢
儒
達
の
災
異
解
釈
に
対
し
て
は
、
憶
測
や
付

会
が
多
い
も
の
と
し
て
否
定
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
災

異
へ
の
認
識
や
極
め
て
厳
し
い
漢
儒
へ
の
批
判
が
、
先
に
検
討
し
た

五
行
志
雑
駁
諸
篇
に
示
さ
れ
る
批
判
の
根
底
に
存
在
す
る
意
識
で

あ
っ
た
。五

、
む
す
び
に
か
え
て

　

劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
の
記
述
へ
の
批
判
は
、
先
行
研
究
で

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
一
部
に
明
ら
か
な
顔
師
古
注
か
ら
の
踏

襲
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
劉
知
幾
の
五
行
志
へ
の
批
判
は
単
な

る
顔
師
古
注
の
踏
襲
の
み
に
終
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
劉
知
幾
の

批
判
は
顔
師
古
の
指
摘
と
比
べ
る
と
よ
り
手
厳
し
く
自
ら
の
学
問
的

立
場
を
濃
厚
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
劉
知
幾
が

『
左
氏
伝
』
を
重
視
し
て
、
今
文
経
学
に
基
づ
く
漢
儒
達
の
解
釈
を

批
判
す
る
と
い
う
形
で
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
に
こ
そ



劉
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志
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判
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六
一

彼
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
両
者
の
相
違
を
生
じ
さ
せ
た
背
景
と
し
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
、

顔
師
古
は
『
漢
書
』
の
本
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
注
釈
態
度
に

よ
り
、
劉
知
幾
は
漢
儒
の
解
釈
手
法
を
牽
強
付
会
で
あ
る
と
斥
け
、

天
事
と
人
事
と
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
あ

る
。

　

こ
う
し
た
両
者
の
立
場
の
相
違
を
指
摘
し
得
る
の
み
で
は
な
い
。

劉
知
幾
が
示
し
た
よ
う
な
天
人
相
関
に
否
定
的
な
立
場
は
、
中
唐
期

に
起
き
た
「
天
」
へ
の
議
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
中
唐
期
の
天
人
観
へ
の
展
開
や
そ
の
意
義
及
び
価

値
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
最
後
に
劉

知
幾
思
想
の
後
世
へ
の
影
響
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
を
加
え
て
結
び

と
し
た
い
。

　

北
宋
期
、
災
異
説
や
瑞
祥
を
批
判
し
た
人
物
と
し
て
欧
陽
脩
の
名

が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
等
が
撰
し
た
『
新
唐
書
』
に
は
、
つ
と
に
劉
知

幾
『
史
通
』
の
議
論
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た）
（1
（

。
で

は
、
災
異
説
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
巻
三
十
四
、五

行
志
の
序
に
は
、
五
行
と
災
異
を
め
ぐ
る
所
論
が
示
さ
れ
て
お
り
以

下
の
よ
う
に
あ
る
。

…
災
異
の
學
を
爲
す
者
に
至
り
て
は
然
ら
ず
、
事
を
指
し
て
以

て
應
と
爲
さ
ざ
る
莫
し
。
其
の
合
し
難
き
に
及
べ
ば
、
則
ち
旁

引
曲
取
し
て
遷
し
て
其
の
說
に
就
く
。
蓋
し
漢
儒
の
董
仲
舒
・

劉
向
其
の
子
の
歆
と
の
徒
自
り
、
皆
な
『
春
秋
』・『
洪
範
』
を

以
て
學
と
爲
し
、
聖
人
の
本
意
を
失
す
。
其
の
通
ぜ
ざ
る
に
至

る
や
、
父
子
の
言�

自
ら
相
戾
り
、
歎
ず
る
に
勝
ふ
べ
け
ん
や
。

（
中
略
）
孔
子
の
『
春
秋
』
に
於
け
る
や
、
災
異
を
記
し
て
其

の
事
應
を
著
ら
か
に
せ
ざ
る
は
、
蓋
し
之
を
愼
め
ば
な
り
。
以

謂
へ
ら
く
天
道
遠
く
し
て
、
諄
諄
と
し
て
以
て
人
を
諭
す
に
非

ず
し
て
、
君
子
其
の
變
を
見
れ
ば
、
則
ち
天
の
譴
告
す
る
所
以

を
知
り
、
恐
懼
し
て
脩
省
す
る
の
み
。
若
し
其
の
事
應
を
推
せ

ば
、
則
ち
合
す
る
有
り
合
せ
ざ
る
有
り
、
同
じ
き
有
り
同
じ
か

ら
ざ
る
あ
り
。
合
せ
ず
同
じ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
將
に

君
子
を
し
て
怠
ら
し
め
、
以
て
偶
然
に
し
て
懼
れ
ず
と
爲
さ
し

め
ん
と
す
。
此
れ
其
の
深
意
な
り
。
蓋
し
聖
人
は
愼
み
て
言
は

ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
、
而
れ
ど
も
後
世
は
猶
ほ
曲
說
を
爲
し

て
以
て
妄
り
に
天
を
意
ふ
は
、
此
れ
其
れ
以
て
傳
ふ
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。
…

…
至
爲
災
異
之
學
者
不
然
、
莫
不
指
事
以
爲
應
。
及
其
難
合
、

則
旁
引
曲
取
而
遷
就
其
說
。
蓋
自
漢
儒
董
仲
舒
・
劉
向
與
其
子

歆
之
徒
、
皆
以
『
春
秋
』・『
洪
範
』
爲
學
、
而
失
聖
人
之
本
意
。

至
其
不
通
也
、
父
子
之
言
自
相
戾
、
可
勝
歎
哉
。（
中
略
）
孔
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子
於
『
春
秋
』、
記
災
異
而
不
著
其
事
應
、
蓋
愼
之
也
。
以
謂

天
道
遠
、
非
諄
諄
以
諭
人
、
而
君
子
見
其
變
、
則
知
天
之
所
以

譴
告
、
恐
懼
脩
省
而
已
。
若
推
其
事
應
、
則
有
合
有
不
合
、
有

同
有
不
同
。
至
於
不
合
不
同
、
則
將
使
君
子
怠
焉
、
以
爲
偶
然

而
不
懼
。
此
其
深
意
也
。
蓋
聖
人
愼
而
不
言
如
此
、
而
後
世
猶

爲
曲
說
以
妄
意
天
、
此
其
不
可
以
傳
也
。
…

�

『
新
唐
書
』
五
行
志
序

　

漢
代
儒
者
の
牽
強
付
会
に
よ
っ
て
感
応
と
強
引
に
結
び
つ
け
る
災

異
解
釈
は
、「
聖
人
の
本
意
を
失
す
」る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

天
の
譴
責
に
対
し
て
恐
れ
を
懐
か
せ
る
た
め
に
、孔
子
は
慎
み
深
く
、

感
応
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
「
深
意
」
が
あ
る
と
し
、
後
世
の
妄

り
な
解
釈
の
横
行
を
非
難
す
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
劉
向
・
歆

父
子
で
解
釈
が
異
な
る
点
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
や
、
災
異
へ
の
妄

り
な
解
釈
を
非
難
す
る
立
場
は
、
先
に
検
討
し
た
『
史
通
』
書
志
篇

で
示
さ
れ
た
災
異
観
と
合
致
あ
る
い
は
、
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
へ
の
批
判
を
通
し
て
示
さ

れ
た
災
異
観
の
新
規
性
や
、
後
世
の
学
術
へ
の
影
響
を
こ
の
よ
う
な

箇
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
本
稿
の
結
論
を
補
強
す
る
た
め
に
は
、
劉
知
幾
の
学
術

の
後
世
へ
の
展
開
性
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
証
が
俟
た
れ
る
。
具
体

的
な
検
討
対
象
と
し
て
は
柳
宗
元
・
劉
禹
錫
等
の
「
天
」
へ
の
議
論

で
あ
る
。
ま
た
、
劉
知
幾
が
一
部
で
天
人
の
相
関
性
を
認
め
て
い
る

こ
と
も
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
て
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

注（
１
）�張
躍
氏
『
唐
代
後
期
儒
学
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）、
章
権

才
氏
『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
経
学
史
』（
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）

等
を
参
照
。

（
２
）�中
唐
期
に
起
き
た
「
天
」
に
対
す
る
合
理
的
思
潮
に
つ
い
て
は
、
注
⑴
前

掲
張
氏
著
書
、
戸
崎
哲
彦
氏
「
唐
代
中
期
に
お
け
る
儒
教
神
学
へ
の
抵
抗

─
天
命
・
祥
瑞
の
思
想
を
め
ぐ
る
韓
愈
・
柳
宗
元
の
対
立
と
そ
の
政
治
的

背
景
─
」（『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
研
究
年
報
』
第
三
号
、
一
九
九
六
年
）

等
に
詳
し
い
。
戸
崎
氏
論
文
は
、
劉
知
幾
の
思
想
に
つ
い
て
柳
宗
元
等
が

示
し
た
合
理
的
天
人
観
の
先
駆
者
と
し
て
簡
略
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み

で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）�『
廿
二
史
箚
記
（
清
代
学
術
名
著
叢
刊
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一

年
）
巻
二
〇
「
唐
初
三
禮
・
漢
書
・
文
選
之
學
」
の
項
。

（
４
）�『
漢
書
』
注
に
つ
い
て
の
主
な
研
究
成
果
と
し
て
は
、
吉
川
忠
夫
氏
「
顔
師

古
の
『
漢
書
』
注
」（『
東
方
学
報
』
五
十
一
号
、一
九
七
九
年
）
後
に
『
六

朝
精
神
史
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
所
収
）（
以
下
、
吉
川
氏
論
文
）



劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て

六
三

と
、洲
脇
武
志
氏
『
漢
書
注
釈
書
研
究
』（
遊
学
社
、二
〇
一
七
年
）（
以
下
、

州
脇
氏
著
書
）、
渡
邉
義
浩
氏
「
班
孟
堅
の
忠
臣
─
顔
師
古
『
漢
書
』
注
に

み
る
「
史
」
の
「
經
」
へ
の
回
帰
─
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
七
二
号
、
二
〇
一
七
年
）
等
が
あ
る
。
な
お
、『
漢
書
』
五
行
志
に
つ
い

て
は
、
吉
川
忠
夫
氏
・
冨
谷
至
氏
訳
『
漢
書
五
行
志
（
東
洋
文
庫

四
六
〇
）』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（
５
）�劉
知
幾
の
『
漢
書
』
五
行
志
批
判
に
つ
い
て
の
論
考
は
、牟
潤
孫
氏
「
論
《
漢

書
・
五
行
志
》」『
注
史
齋
叢
稿　

上
』
所
収
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）、

許
凌
雲
氏
『
劉
知
幾
評
伝
』
第
三
章
「
歴
史
観
和
方
法
論
」
等
が
あ
る
。

許
氏
は
、
五
行
志
雑
駁
篇
に
見
ら
れ
る
方
法
論
と
し
て
「
事
物
の
理
」
に

よ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
「
物
理
上
」
の
判
断
に
よ
り
誤
謬
に
懐
疑
を
示
す

も
の
が
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
劉
知
幾
の
天
人
観
は
、
天
人

感
応
の
神
学
迷
信
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
許
氏
の
方

法
論
に
関
す
る
指
摘
は
首
肯
で
き
、
本
稿
で
も
「
理
」
に
よ
る
批
判
と
し

て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
劉
知
幾
の
批
判
に
は
こ
う
し
た
方
法

論
以
外
の
例
が
散
見
し
、
許
氏
の
論
考
は
、
顔
師
古
注
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
。
な
お
、
劉
知
幾
説
と
顔
師
古
注
と
の
関

係
は
、
西
脇
常
記
氏
「
劉
知
幾
─
史
評
者
の
立
場
─
」（『
人
文　

京
都
大

学
教
養
部
編
』
三
〇
号
、一
九
八
四
年
）
後
に
『
唐
代
の
思
想
と
文
化
』（
創

文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
（
以
下
、
西
脇
氏
論
文
）
に
考
察
が
な
さ
れ

て
い
る
。

（
６
）�『
史
通
』
の
経
書
批
判
は
惑
経
・
疑
古
篇
に
中
心
的
に
見
ら
れ
る
。『
春
秋
』

批
判
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
一
郎
氏
「
中
唐
の
新
儒
家
運
動
の
一
考
察
─
劉

知
幾
の
経
書
批
判
と
啖
・
趙
・
陸
氏
の
春
秋
学
─
」（『
中
国
中
世
史
研
究
』

東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）、
後
に
「
劉
知
幾
の
経
書
批
判
と
中
唐

の
新
儒
学
運
動
」『
中
国
史
学
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
７
）�「
案
『
春
秋
』
昭
二
年
、韓
宣
子
來
聘
、觀
書
於
太
史
氏
、見
『
魯
春
秋
』
曰
、

「
周
禮
盡
在
魯
矣
。
吾
乃
今
知
周
公
之
德
與
周
之
所
以
王
也
。」
然
『
春
秋
』

之
作
、
始
自
姬
旦
、
成
於
仲
尼
。
丘
明
之
傳
、
所
有
筆
削
及
發
凡
例
、
皆

得
周
典
、
傳
孔
子
教
。
故
能
成
不
刊
之
書
、
著
將
來
之
法
。
其
長
一
也
。」

と
あ
り
、「
春
秋
左
氏
伝
序
」
に
は
、「
…
韓
宣
子
適
魯
、
見
易
象
與
魯
春
秋
、

曰
、「
周
禮
盡
在
魯
矣
。
吾
乃
今
知
周
公
之
德
、
與
周
之
所
以
王
也
。」
韓

子
所
見
、
蓋
周
之
舊
典
禮
經
也
。（
中
略
）
仲
尼
因
魯
史
策
書
成
文
、
考
其

真
僞
、
而
志
其
典
禮
、
上
以
遵
周
公
之
遺
制
、
下
以
明
將
來
之
法
。（
中
略
）

蓋
周
公
之
志
、
仲
尼
從
而
明
之
。
左
丘
明
受
經
於
仲
尼
、
以
爲
經
者
不
刊

之
書
也
。（
中
略
）
身
爲
國
史
、
躬
覽
載
籍
、
必
廣
記
而
備
言
之
。
…
」『
春

秋
左
伝
正
義
』（
藝
文
印
書
館
本
）
と
あ
り
、
明
ら
か
な
る
踏
襲
関
係
に
あ

り
な
が
ら
、
劉
知
幾
は
無
記
名
で
引
用
し
て
い
る
。

（
８
）�師
古
曰
、「
夏
徵
舒
、
陳
卿
夏
南
、
即
少
西
氏
也
。
徵
舒
之
母
通
于
靈
公
、

靈
公
飲
酒
于
夏
氏
、
徵
舒
射
而
殺
之
。
楚
子
爲
夏
氏
亂
故
伐
陳
、
謂
陳
人

無
動
、
將
討
於
少
西
氏
、
遂
入
陳
、
殺
夏
徵
舒
、
轘
諸
栗
門
、
因
縣
陳
。
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事
在
宣
公
十
一
年
。」
五
行
志
上

（
９
）�「
書
序
」
に
つ
い
て
は
、
顔
師
古
注
に
「
師
古
曰
、
商
書
咸
乂
之
序
也
。
其

書
亡
。
…
」
と
あ
る
。

（
10
）�涼
陰
に
つ
い
て
は
、
顔
師
古
注
に
「
涼
、
信
也
。
陰
、
默
也
。
言
居
哀
信
默
、

三
年
不
言
也
。」
と
あ
る
。

（
11
）�し
か
し
、皮
錫
瑞
『
尚
書
大
傳
疏
證
』（
齊
魯
書
社
、二
〇
一
五
年
）
は
、「
武

丁
之
時
、
桑
穀
俱
生
乎
朝
、
七
日
而
大
拱
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、清
の
沈
欽
韓
『
漢
書
疏
證
』
は
顔
師
古
注
の
「
不
同
」
の
「
不
」

は
衍
字
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
顔
師
古
の
見
た
『
尚
書
大
伝
』
は
、
清
代

に
輯
逸
さ
れ
た
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
旦
措
く
こ
と
と
し
本
稿
は
顔
師
古
注

に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
12
）�顔
師
古
注
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
柿
沼
陽
平
氏
「『
漢
書
』
を
め
ぐ
る
読
書

行
為
と
読
者
共
同
体
─
顔
師
古
注
以
後
を
中
心
と
し
て
─
」（
榎
本
淳
一
氏

編
『
古
代
中
国
・
日
本
に
お
け
る
学
術
と
支
配
』（
同
成
社
、
二
〇
一
三
年
）

所
収
を
参
照
。

（
13
）�「
予
幼
奉
庭
訓
、早
游
文
學
。（
中
略
）嘗
聞
家
君
爲
諸
兄
講『
春
秋
左
氏
傳
』、

每
廢
『
書
』
而
聽
。
逮
講
畢
、
即
爲
諸
兄
說
之
。
因
竊
嘆
曰
、「
若
使
書
皆

如
此
、
吾
不
復
怠
矣
。」
先
君
奇
其
意
、
於
是
始
授
以
『
左
氏
』、
期
年
而

講
誦
都
畢
。」『
史
通
』
自
叙
篇

（
14
）�吉
川
氏
論
文
（
四
〇
五
頁
）
に
は
江
南
の
『
漢
書
』
学
は
「
他
書
の
雑
說

を
引
い
て
本
文
を
攻
撃
し
、異
聞
を
ひ
ろ
め
」
る
も
の
で
あ
り
、顔
師
古
は
、

「
か
か
る
注
釈
態
度
に
强
く
反
撥
し
た
」
と
あ
る
。

（
15
）�『
北
斉
書
』
巻
四
十
五
、
文
苑
伝
。

（
16
）�し
か
し
な
が
ら
、『
史
通
』
書
事
篇
等
の
一
部
に
は
史
書
に
災
異
や
瑞
祥
を

記
載
す
る
こ
と
に
寛
容
な
態
度
を
示
し
、「
天
」
と
「
人
」
と
の
相
関
性
を

認
め
る
も
の
も
あ
る
。
小
島
毅
氏
は
「
宋
代
天
譴
論
の
政
治
理
念
」（『
東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
七
号
、
一
九
八
八
年
）
で
劉
知
幾
の
批
判
は
、

あ
く
ま
で
も
「
五
行
志
」
の
事
応
解
釈
が
不
適
切
な
点
に
向
い
て
お
り
、「
天

譴
に
事
応
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は

な
い
」
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
を
加
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

（
17
）�銭
大
昕
『
十
駕
斎
養
新
録
』
史
通
の
頁
に
劉
知
幾
の
見
識
が
『
新
唐
書
』

に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
藤
湖
南
氏
『
志
那

史
学
史
１
（
東
洋
文
庫
五
五
七
）』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
も
と
『
内

藤
湖
南
全
集
』
十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、一
九
六
九
年
）
二
三
四
頁
に
詳
し
い
。

な
お
、
宋
代
の
天
人
観
に
つ
い
て
は
、
注
の
（
16
）
前
掲
小
島
氏
論
文
を

参
照
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
劉
知
幾
、
史
通
、
漢
書
、
顔
師
古
、
災
異


